
岩手県告示第243号 

 岩手県事務委任及び代決専決規則別表第１に規定する別に定める補助金又は交付金のうち総務部に係るもの（平成20年岩手県告

示第269号）の一部を次のように改正し、平成31年４月１日から施行する。 

  平成31年３月29日 

岩手県知事 達 増 拓 也  

改正前 改正後 

  

 室課名 事業名   室課名 事業名  

 総務室 公立大学法人岩手県立大学運営費交付金及

び公立大学法人岩手県立大学施設等整備費

補助 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

税務課 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

納税貯蓄組合連合会補助（岩手県納税貯蓄

組合連合会に係る補助金に限る。）、利子

割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得

割交付金、地方消費税交付金、自動車取得

税交付金及び環境性能割交付金 

 

 法務学事課 私立高等学校等就学支援金交付金、私立学

校運営費補助、私立学校教職員退職金給付

事業費補助、日本私立学校振興・共済事業

団補助、私立高等学校等授業料等減免補助

、学び直しへの支援事業費補助、私立学校

耐震化支援事業費補助、私立専修学校専門

課程修学支援実証研究事業費補助、いわて

職業人材育成事業費補助、私立学校被災児

童生徒等就学支援事業費補助、被災私立専

修学校等教育環境整備支援事業費補助及び

私立学校等災害復旧支援事業費補助 

   

 税務課 納税貯蓄組合連合会等補助（岩手県納税貯

蓄組合連合会に係る補助金に限る。）、利

子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所

得割交付金、地方消費税交付金及び自動車

取得税交付金 

   

  ［略］     ［略］  

 総合防災室 岩手県消防協会補助及びヘリコプター運航

調整交付金 

  総合防災室 ヘリコプター運航調整交付金及び地域防災

力強化プロジェクト事業費補助 

 

  

備考 改正部分は、下線の部分である。 
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